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インド特許出願における First Office Actionの発行までに要する期間を 

18ヶ月に短縮することをインド特許庁が公表 
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１. はじめに 

インド特許庁は、コルカタを本庁とし、ニューデリー、チェンナイ、及びムンバイの３庁を支

庁として有しています。本庁のコルカタは、インド特許庁の本部として、全体管理を果たす役割

を有していますが、審査および審判の実務等については、４庁が独立して処理しています。 

 

 インド特許庁は、最近の特許出願の増加、特許出願の未審査滞貨、審査における品質の低下、

審査期間の長期化等の問題の解決に取り組んできました。たとえば、審査の品質について、４庁

間で審査官を移動させることによって均一化を図っています。 

 

 このような状況下で、インド特許出願において Office Actions の発行件数に変化が起こりつ

つあります。このような変化が生じた背景と、インド特許庁が意図する最終目標について以下に

説明します。 
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